
大I 2 5 ノ中 30 小 1 5 フ 1 4 1 626 
特別取扱 文書分類類刀財政 類刀財産管理類分土地 :処分

Iレ

文書．記号 -------------年------月-------日-----------------------------------------------
文書番号 年月日 第 号

保存年限長期 まで

宛先 発信者 ・起案令和 3年10月12日

決裁令和 3年10月19日

公印

施行

決 甲II I 文 文書課長 文書係長 文書取扱主任 所 財務部資産総合管理課

裁 書 起 属

者権 審査 者案―名氏松---本------勝--義--l！（-_-＿4-＿2-歴2--1欝---＿-＿-＿)-＿ 

件名

土地売払いの決定及び売買契約の締結について【本町三丁目 9番 7】

このことについて、次のとおり売払いを決定し、売買契約の締結をしてよろしいか伺います

※決裁状況は別祇参照

回議用紙

ー 文書管理番号： 751523 



回議用紙

当該土地は、国から譲与された法定外公共物の一部であり、機能が廃滅しており公共の用に供さ

れていない土地である。
-------------------------・ 
今回、当該土地について用途廃止協議が完了したことに伴い、別添1のとおり土木部長から売払
・---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

いに関する諸手続について依頼があり、別添2のとおり隣地所有者から土地売払申請書が提出され
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・ 
た。その後契約内容について隣地所有者と合意に達したため、下記のとおり売払いを決定し、土地
-------------------------・ 
売買契約を締結する。

記

1 土地の表示
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------・ 

【所在】渋谷区本町三丁目

【地番】
--------

（売払地） 9番7
-------------------・ 
（隣接地） 9番 5

【地目）
------
宅地
-----・ 
宅地

9番 3(＊） 宅地
・-----------------
（＊）点で隣接

【地積】
・-------・ 
9. 2 6面
-------------・ 

1・ 7. 3 5面

------ー--------•65. 28rrl 

【所有者】
・--------
渋谷区
・-------・ 
関島正義
--------
成願寺

10 

2 契約の相手方（長辺で隣接している土地の所有者）
・----------------------------------------・ 
中野区弥生町ー丁目 14番 12号
-------------・ 
関島正義
-----------・ 

3 売払価格
--------
3, 241, 000円
------------------・ 

4 土地売買契約書
-----------------

別添3のとおり（第3条の売買代金の納付期限は、契約日の 20日後とする。）

20 

30 

2
 

文書管理番号： 751523 





回議用紙（決裁状況）

1 所属名財務部資産総合管理課 起案日令和 3年10月12日

主任 氏名松本勝義

2 所属名財務部資産総合管理課

氏名宮崎健課長補佐

3 所属名財務部資産総合管理課

氏名原 信吉課長級

4 所属名財務部
氏名北原竜也部長級

所属名渋谷区

5 文書係長（審査） 氏名津吹寿之

所属名渋谷区

6 文書課長（審査） 氏名藤原宏明

所属名渋谷区

7 総務課長（調整） 氏名石井道久

所属名渋谷区

8 総務部長（調整） 氏名船本徹

， 所属名渋谷区

氏名瀾田伸副区長

10 所属名渋谷区
氏名杉浦小枝副区長

11 所属名渋谷区 決裁日令和 3年10月19日

区長 氏名長谷部健

3
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（注）閉煕悶繍農色品謡屠繋繹襄詣蹂饂E翡眉築舒図が備え付けられるまでの問．これに代わるものとして備え付け
地
番
区
域
見
出

A
 

本町3丁目

求
分

諧
部

所 在． 渋谷区本町三丁目

且棗ll/600 度
分

梢
区 ＼眉贋曼

は記号I 
晶晋 l昭和48年3月

備付
年月日
（原図）

地 番 19番7

記
項

補
事

旧土地台帳附属地図

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

頷求番号： 35-1
(1/2) 

令和3年8月16日
東京法務局渋谷出張所

登記官 肥田携士

回



こ
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登記年月日：令和3年8月12日

地 番 9-7 土
地

地
積

所
測

在
蓋

図
図

土地の所在 渋 谷 区 本 町 T 目

;t地所在岡 s=1/500

＼
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 ，
 羹閤

品°

登
記
官
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座 揖 求 積 表

肥
田
携
士

攣内点1墳界樗の II悶
0 石 紋

金属ブレート

コンクリート机

闊＿印

鳥―
Mg-紬

Y 堅 阜
tos．寧

胴
鋲

ブラスチック槍

計算点
蕊地苓
甜畳年月百 は守肝叫

Yn IX n+IーXn-1 

-5．664 
2.430 

万塁
債 iii積

CX n+I-X n-1> Yn 

-614.397蕊... 
262.269900 .~ 
649.564512 
-278. 978580 

18.538392 
9.2691960 
9.26 rrl 

作成者

〒207-0011 束京都束大和市清原四T目8番地21

藤和土地家屋調査士法人
四四埠匹皿王星野恭裕紀 （令和 3年 7月30日作成）

申 請 人 渋谷区長長谷部 健 縮尺 1/ 250 
（東京土地家犀讀査士会用紙）

請求番号： 35-3



置日韮索都渋谷区本町 3丁目 9-7 全部事項証明苫 （土地）

表 題 部 （土地の表示） 1調製 Il.ie釦 1不動産番号 |0110001235206

地図番号 戸 1筆界特定 1頃互］

所 在 渋谷区本町三丁目 L全上旦l

①地番 ②地目 ③ 地 積 rrl 原因及びその日付〔登記の日付〕

9番7 宅地 9 i ＇ i 2 6 不詳

（令和3年8月 12日）

所有者 1渋谷区

権 利 部 （甲区） （ 所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

1 所有権保存 令和3年8月16日 所有者東京都渋谷区

第29027号

麗

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明したt}而である．ただし．登記品録の乙区に記録されている事項はな

ぃ．

令和3年 8月 31日

東京法務局渋谷出張所 登記官 肥田携士

* ,..設のあるものは抹in•I渭lであることを示す． 整理番号 D06698 ( 1/1 > 1 / 1 



案内図
売払相談予定地

求積図

／／ 

売払予定価格算定
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［売払予定地］

所在地 渋谷区本町三丁目 9番5先無番

面積 9.26ni 

路線価 560,000円／rrf

※S55年境界確定、 H16年法定外公共物譲与地

売払い価格 3, 241, 000円

公図

....... .•.. ． . ・・-........... ·.ヽ‘~....'.. ・13鵡． ． .. l!,-1 ． 

“.:.,ら.. 8•2l 
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•3 で

IC•9 
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※売払価格＝売払単価x借地権割合による減価率x需給関係修正率x評価対象土地の面積

［補正率］

〇借地権割合による減価率；占有期問が特定しないため、減価率は適用しない。

〇儒給関係修正率；単独利用困難な土地であり、公共用地としての利用価値はないため需要関係修正率o.sを適用する。

※評価対象土地が地形狭長等のため、評価対象土地のみでは当該地目に対応する機能を十分

発揮できない単独利用困難な土地に対しては、需給関係修正率を乗じる。

私道敷地、高圧線下地又は崖地以外の単独利用困難な土地 o. 5 

＇［売払価格算定式］

〇路線価： 560,000円

（売払単価）路線価X1.25 = 560,000 X 1.25 = 700,000円
（売払価格） 700,000円X0.5X9.26ボ ＝3,241,000円 (1,000円未満切り捨て）

, --・ -
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a I 年 3 月I~ 日 相談年月日 3 I年 J月＾日

住 所 連絡先
土地所有者
氏名

住 所 連絡先

相談者氏名 住 所 連絡先

地 目 面 積

1
9
'
.
i
;，
 

（
 

相

談

地

．

概

要

・ 売払相.....-~-，，•ハー・
- |'‘” 

渋余註町三丁目-
歪-
．e ．．その他

売払相談地の住居表示

境界確定状況

財産区分

確定済

区 道

？希見允疇．

~ -'f. 

未確定

用途地域

確定図番号

現在の状況

I 

・ぞ迅-
肉業屯訣‘

窃5年 159TS

婁欠t1i、f丈吊
亮払を希望する具体的な理由

氏 名 住

屯＊クヽ ない危・
． 

占使用面積所 占使用始期 占使用目的 占使用経緯
一区画上の建物

建築年月日 1 構 造 数塁

占
使
用
者
の
状
況

）紐碍． 柘邸餌;.{-(~-,之．． ?..I2 べ •I H 7̀ l.2.`二7~ 取卑命

綜四恥和—ューrュ
toユ

?．（-ふ． H.2.6、(,lユ～ 租bi釈卑．

く、 所有者 所 在（地番） 地 目 面 積 取得年月日 取得 原 因
過去における占使用区域又は
壊界等についての紛争の有無

添 付 書 類

売
払
相
談
地
の
近
接
状
況

郎掛手 湯 rミ頂惰 3
-'-
千ヽヤも £ r ̀ 28̂  ... 祓,o年？hl7R 沢笈 怜I=ハ‘¥.,.. t

―図

公回写し
（法務局発行後3ヶ月以内のもの）

相談者所有地登記事項全部事項証明書
（法務局発行後3ヶ月以内のもの）

隣接地登記事項要約書（区所有地含む）

課 長 係 長 担 当

回―

t]

占使用の経緯を証明する書類

測量図

区
使
用
梱

供

覧

位：）
•.• 

．．．． 『t
 ¥., ¥ •V 

9-•'’ 

回

召l現況写真 ． 
（所有地全体・・占使用部分がわかるもの）

案内図
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園I東・ • 京都渋谷区本町3丁目 9-5

-- ．.．→ごユ—=＝~“金し＇＿．ー:v.·~ ご―-=＝：

全部事項証明苔 （土地）

表 題 部 （土地の表示） 1調製 I平成4年 2月20日 1不動産番号 |0110000084524

地図番号 遁旦」 1葦界特定 1国互］

所 在 渋谷区本町三丁目 戸

①地番 ②地 目 ③ 地 積 m 冨 原因及びその日付（登記の日付）

9番 5 宅地 1 7 3 5 9番 3から分築

〔昭和42年 1月 13日〕

I全．£旦J 唖 戸 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項

の規定により移記

＇ ＇ 

平成4年2月20日

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

頭位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

1 所有権移転 昭和58年 9月9日 原因昭和58年 9月6日代物弁済

第 24 I 2 9号 所有者中央区日本橋一丁目 1番 1号
国分株式会社

順位4番の登記を移記

は 団こ互］ 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項

の規定により移記

平成4年2月20日

2 所有権移転 平成7年 12月27日 原因平成7年 12月26日売買

第29 7 9 4号 所有者中野区弥生町一丁目 14番 12号

株式会社関島商事

3 所有権移転 平成28年 5月24日
原所有因株者乎式成東京会2 8年 5月24日光買

第 22055号 都渋谷区本町二丁目 I1番 5号

社 S N K 

4 3番所有権抹消 平成29年4月5日 原因錯誤

第 15 2 4 5号

5 所有権移転 平成30年 6月 1日 原因平成30年 6月 1日売買

第 21 5 3 8号 所有者東京都渋谷区本町三丁目 lI番5号

株式会社 S N K 

]I' .. , .. -

6 所有権移転 平成3I年4月 I8日 原因平成31年 4月 18日売買

第 1S 5 8 9号 所有者 東京部中野区弥生町・・丁目 14番） 2 
号

関島正義

権 利 部 （乙区） （所有権以外の権利に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

1 抵•ーー・当権設定 平成7年 12月27日 鯉7年乎成7年 12月26日金銭消黄貸借平成

第 29796号 l 2月26日設定

堕墾堕債権邑）株額年式m史金2会I.• 9:% 社2 —• 8 0万円
（年365日日割計算）

2 5%（年365日日割計算

生町一丁目 l4番 12号

OO 島商＃

* H2のあるものはutti1；項であることを•卜す． 益理番号 D09041 ( 1/1 1/2 



-··• ·•···• ~;•--'-"--'-.. •ニー・= ―.·-"'—ニ・-• -

置日東京都渋谷区本町3丁目 9-5

I 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号

・-・ 

付記 1号 1番抵当権移転 平成2S年7月I6日

第32833号

2 1番抵当権抹梢 平成25年7月16日

第32834号

二3 根抵当権設定 平成30年6月1日

第21 5 3 9号

4 3番根抵当権抹消 平成31年4月l8日

第 1S S 8 8号

これは登品記録に品録されている事項の全部を証明した祖面である。

令租 3年 I0月 1日

東京法務局渋谷出張所 登記官

全部事項証明召 （土地）

権利者その他の事項

抵当権者渋谷区宇田川町20番 17号
平成信用金庫

抵原因当.権.者平成 I4年9月I8日合併
東京都中野区中野二丁目 29番 10 

西号 武信用金庫

原因平成25年6月25日弁済

-

原樫偵権因度額の範乎成30年6月1 日設定
金1. 6 0 0万円
囲信用金庫取引手形慨権小切手

俵権電子記録餓権

債務株者式東京都渋谷区本町て丁目 II番5号
会社 S N K 

根抵当権者東京都港区三田五丁目 21番5号

さわやか信用金庫

原因平成31年4月18日解除

肥 田携士

摯ロ諷

謳
* I•祝のあるものはl.f.iii•J頃1であることをヽJヽす 抱理番サ D09041 1/1) 2/2 



令和 3年／0 月 6日

渋谷 区 長 殿

申請者住所魚克約ヰ堅泣弓年生厨Tl-lq-l2

氏名閲島正もと ＇＼1、実印9:

土地売払申請書

私が所有する渋谷区本町三丁目 9番 5の土地と、隣接する下記の渋谷区所有

の土地について、敷地を一体として利用したいため、売払いを願いた＜申請い

たします。

記

所 在 I渋谷区本町三丁目

地 番 I9番7

地 目 1 宅地

地 積 I9. 26nt 

売払い後の用途 正鰭→差

連絡先

添付書類 案内図

公図 14万七l

実

印鑑登録証明書



渋谷区長 殿

（代理人）住所

氏名

委任状

令和 3年／0月‘日

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項について、届出その他の手続きを委任します。

記

（事項）

渋谷区本町三丁目 9番 7の土地に関する渋谷区との売払い手続

（委任者）住所東専ぇ弁ヰf号と均、生助 9-l4--(2 

氏名閏島五表 実印



土地売買契約書

売主渋谷区（以下「甲」という。）と買主関島正義（以下「乙」という。）とは、次

の条項により土地売買契約を締結する。

（信義誠実の義務）

第1条 甲及び乙は、互いに信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

（売買物件及び売買価格）

第2条甲は、その所有する次に掲げる土地（以下「この土地」という。）を、

金3, 241, 000円をもって乙に売り渡す。

竺:番:I:渕?|面:：6ti;|面：：茎：：
2 甲及び乙は、この契約締結後、この土地の面積が公簿と異なることを発見しても売

買代金の増額又は減額の請求をすることができない。

（代金の支払）

第3条乙は、前条第 1項に定める売買代金を、甲の発行する納入通知書により

令和 3年／1月/$°日までに、その指定する場所において支払わなければならない。

（延滞金）

第4条 乙は、売買代金を、前条の期限までに支払わないときは、その翌日から支払の

日までの日数に応じ、当該代金の金額につき年 14. 6％の割合で計算した延滞金

(1 0 0円未満の場合は除く。）を支払わなければならない。この場合において、年当

たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とする。

（所有権の移転及び土地の引渡し）

第5条 この土地の所有権は、乙が売買代金（前条の延滞金がある場合は、これを含む。）

の支払を完了したときに、甲から乙に移転する。

2 この土地は、前項の規定により、その所有権が移転したときに、乙に対し現状のま

ま引渡しがあったものとする。

（所有権の移転登記）

第6条 乙は、前条の規定により、その所有権が移転した後に、速やかに甲に対し、・所

有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移転

を嘱託するものとする。
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2 前項の所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。

（危険負担）

第 7条この契約締結後、天災その他甲及び乙の責めに帰することができない理由により、

この土地が滅失又は毀損したときは、その損失については、土地の引渡し前の場合は

甲の負担とし、引渡し後の場合は乙の負担とする。

（契約不適合）

第8条 乙は、第5条第2項に規定する引渡しの日から 1年間を経過した後、この土地

が本契約の内容に適合しないことを知り得たとしても、甲に対し次の行為をすること

ができない。

履行の追完の請求

損害賠償の請求

契約の解除

代金の減額請求

2 この土地に埋設された下水道管があったとしても、本契約の内容に適合しないもの

には該当しない。

（契約の解除）

第 9条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないでこの契

約を解除することができる。

（返還金等）

第10条 甲は、前条の規定により契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を利

息を付さずに返還するものとする。

2 前項に定める場合において、甲は、乙が負担したこの契約に要した費用、乙が支払

った延滞金、乙がこの土地のために支出した必要費及び有益費その他一切の費用につ

いては返還しない。

（原状回復）

第 11条 乙は、甲が第9条の規定により契約を解除したときは、甲の指定する期日ま

でにこの土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲がこの土地を原

状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

2 乙は、前項に定めるところによりこの土地を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その

損害に相当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。
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（契約の費用）

第13条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（反社会勢力に関する表明、保証）

第14条 乙は、甲に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、

暴力団関係企業、団体その他反社会勢力（以下「反社会勢力」という。）ではないこ

と、反社会勢力の支配又は影響を受けていないこと及び自己の役員、理事、従業員そ

の他関係者等が反社会勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証する。

2 乙について前項の表明及び保証に反する事実が判明した場合、甲は、乙に対して、

何らの催告を要せずに本契約を解除して受領済みの表記売買代金相当額を返還する

とともに、第12条の規定にかかわらず、違約金として売買代金の 30％相当額を請

求することができる。

3 前項に基づき本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、この解除により生じる

損害賠償を請求することはできない。

（管轄裁判所）

第15条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を

管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

（疑義の決定等）

第16条 この契約の各条項の解釈についての疑義又はこの契約に定めのない事項につ

いては、甲乙協議の上これを決定する。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各々その

1通を保有する。

令和ヌ年／0月;)6日

東京都渋谷区宇田川町1番 1号

甲 渋谷区

代表者区長 長谷部 健
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東京都中野区弥生町一丁目 14番 12号

乙

関島正義
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納 入通知書兼
領収証書
ロ座番号1 °゚100-0-960024
加入者渋谷区会計管理者

3 |＿会計―|01区一般会計
15財産収入

02財産売払収入

02不動産売払収入

01土地建物売払収入

01土地建物売払収入

R 

節

節

業

款

項

目

節

々

度
＿

年

細

細

事

金額

納入者

¥3, 241, 000-
東京都中野区弥生町一丁目 14番12号

関島 正義

上記の金額を納付してください。

令和 3年 10月 26日

土地売買代金（渋谷区本町三丁目 9番7)

発行者羨§命互
職氏名資産総合管理課長屑［

納付期限 令和 3年 11月15日

納付場所

当区役所内指定金融機関派出所

東京都特別区公金収納取扱店
鰈翠雌饒汲び厠紐尉所在の
ゅうちょ銀行・郷便局（納付翔限内に限る．）

渋谷区金銭出納員

上記の金額を領収しました．
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担当課 150500資産総合管理課

（納入者保管用）
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登記完了証及び登記識別情報通知受領書

下記土地の「登記完了証」及び「登記識別情報通知」を確かに受領しました。

令和 3年 fI月20 日

住 所蛉紛中繁m..且己町 I.:......＼炉lて

氏名柑也正表 E 

記

不動産の表示

不動産番号 0110001235206 

所 在 渋谷区本町三丁目

地番 9番 7

地 目宅地

地積 9. 2 6nf 

渋谷区 長殿


